
◎相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 
（令和三年四月二八日法律第二五号）   

一、 提案理由（令和三年三月一七日・衆議院法務委員会） 

○上川国務大臣 民法等の一部を改正する法律案、相続等により取得した土地所有権の

国庫への帰属に関する法律案、民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨

を御説明いたします。 

……………（略）…………… 

 続いて、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案につきまし

て、その趣旨を御説明いたします。 

 この法律案は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、

相続等による所有者不明土地の発生の抑制を図るため、相続等により土地の所有権を取

得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができ

る制度を創設しようとするものであります。 

 その要点は、次のとおりであります。 

 第一に、相続等により土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対し、

その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができること

としております。 

 第二に、法務大臣は、承認申請に係る土地が、通常の管理又は処分をするに当たり過

分の費用又は労力を要する土地に該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫

への帰属についての承認をしなければならないこととしております。 

 第三に、法務大臣は、承認に係る審査をするために必要があると認めるときは、その

職員に事実の調査をさせることができるものとするとともに、調査権限に関する規定を

設けることとしております。 

 以上が、これら法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（令和三年四月一日） 

○義家弘介君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案は、社会経済

情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、相続等による所有者不明

土地の発生の抑制を図るため、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の

承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設しようとす

るものであります。 

 両案は、去る三月十六日本委員会に付託され、翌十七日上川法務大臣から趣旨の説明

を聴取し、十九日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取いたしました。三十日、質



疑を終局し、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 なお、両案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月三〇日） 

 （民法等の一部を改正する法律（令三法二四）の附帯決議と一括して掲載） 

三、参議院法務委員長報告（令和三年四月二一日） 

○山本香苗君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案は、相続等に

よる所有者不明土地の発生の抑制を図るため、相続等により土地の所有権を取得した者

が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を

創設しようとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取すると

ともに、相続登記の申請の義務化に伴う負担軽減策及び義務違反に対する過料の在り方、

相続人申告登記制度の創設と遺産分割の促進、国庫に帰属した土地の活用方法、相隣関

係や新たな財産管理制度等について周知広報を行う必要性、所有者不明土地問題につい

て残された課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願

います。 

 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月二〇日） 

 （民法等の一部を改正する法律（令三法二四）の附帯決議と一括して掲載） 


